
電 話 番 号

　高齢の方や障がいのある方など、住み慣れた場所で安心に過ごす　高齢の方や障がいのある方など、住み慣れた場所で安心に過ごす
ための見守りやちょっとしたお手伝いが必要な方がいます。「あんための見守りやちょっとしたお手伝いが必要な方がいます。「あん
しんサポーター」はお近くにお住いの方々のことを、権利擁護の視しんサポーター」はお近くにお住いの方々のことを、権利擁護の視
点を持ちながら見守り、寄り添うことができる市民です。点を持ちながら見守り、寄り添うことができる市民です。
　修了後は、生活支援員（※★）や市民後見人を目指すこともでき　修了後は、生活支援員（※★）や市民後見人を目指すこともでき
ます。ます。

　高齢の方や障がいのある方など、住み慣れた場所で安心に過ごす
ための見守りやちょっとしたお手伝いが必要な方がいます。「あん
しんサポーター」はお近くにお住いの方々のことを、権利擁護の視
点を持ちながら見守り、寄り添うことができる市民です。
　修了後は、生活支援員（※★）や市民後見人を目指すこともでき
ます。

13:30～16:0013:30～16:0013:30～16:00

お申し込み・お問い合わせはこちらから

名  前
ふ り が な

住  所

メ ー ル ア ド レ ス（ 任 意 記 述 ）

連 絡 先

【お問い合わせ】

TEL 0 4 2 2 - 4 6 - 1 2 0 3
FAX 0 4 2 2 - 7 1 - 2 0 5 3
【お申し込み方法】

　本紙の申込書をFAX、電話、Google
ﾌｫｰﾑ、もしくは社協ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのお問合
せﾌｫｰﾑ（種別「講座の申し込み」を選
択）からお申込み下さい。

権利擁護・あんしんサポーター権利擁護・あんしんサポーター

養成講座養成講座

権利擁護・あんしんサポーター

養成講座

開催日開催日開催日
②８/２０（木）②８/２０（木）②８/２０（木）①８/１７（月）①８/１７（月）①８/１７（月）

13:30～16:0013:30～16:0013:30～16:00

③８/２２（土）③８/２２（土）③８/２２（土） ④９/３（木）④９/３（木）④９/３（木）
13:30～16:0013:30～16:0013:30～16:0013:30～16:2013:30～16:2013:30～16:20

定員： 2 5 名定員： 2 5 名定員： 2 5 名

対象：対象：対象：
権利擁護（後見活動等）や地域活動に権利擁護（後見活動等）や地域活動に
興味がある方興味がある方
権利擁護（後見活動等）や地域活動に
興味がある方

三鷹市在住、在勤の方三鷹市在住、在勤の方三鷹市在住、在勤の方

仕事や活動等の知識、経験を地域活動仕事や活動等の知識、経験を地域活動
に活かしてみたい方に活かしてみたい方
仕事や活動等の知識、経験を地域活動
に活かしてみたい方

申込期間申込期間申込期間：：：令和８年７月１日（水）～８月10日（月）令和８年７月１日（水）～８月10日（月）令和８年７月１日（水）～８月10日（月）
※お申込み方法は最終項をご覧ください。※お申込み方法は最終項をご覧ください。※お申込み方法は最終項をご覧ください。

参加費：無料参加費：無料参加費：無料
※上記日程の、①～④すべてに参加できる方が優先となります※上記日程の、①～④すべてに参加できる方が優先となります※上記日程の、①～④すべてに参加できる方が優先となります

令和8年度令和8年度令和8年度

三鷹市社会福祉協議会
総務課　権利擁護推進係

　「Googleﾌｫｰﾑ」 　「社協 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ」



ス ケ ジ ュ ー ルス ケ ジ ュ ー ルス ケ ジ ュ ー ル 修了後の活動例修了後の活動例修了後の活動例
１日目：8/17（月）13:30～16:00１日目：8/17（月）13:30～16:00１日目：8/17（月）13:30～16:00
「高齢者なんでも相談センター（地域包括支援センター）「高齢者なんでも相談センター（地域包括支援センター）
　の役割と、在宅生活を続けるために」　の役割と、在宅生活を続けるために」
「高齢者なんでも相談センター（地域包括支援センター）
　の役割と、在宅生活を続けるために」

三鷹市新川中原高齢者なんでも相談センター三鷹市新川中原高齢者なんでも相談センター三鷹市新川中原高齢者なんでも相談センター

「三鷹市における、高齢者の現状」「三鷹市における、高齢者の現状」「三鷹市における、高齢者の現状」
三鷹市高齢者支援課三鷹市高齢者支援課    高齢者相談係高齢者相談係三鷹市高齢者支援課  高齢者相談係

２日目：8/2０（木）13:30～16:00２日目：8/2０（木）13:30～16:00２日目：8/2０（木）13:30～16:00
「権利を護るとは？」　「権利を護るとは？」　「権利を護るとは？」　

「地域住民同士の見守りに期待すること」「地域住民同士の見守りに期待すること」「地域住民同士の見守りに期待すること」
三鷹警察署　生活安全課　防犯係三鷹警察署　生活安全課　防犯係三鷹警察署　生活安全課　防犯係

３日目：8/22（土）13:30～16:20３日目：8/22（土）13:30～16:20３日目：8/22（土）13:30～16:20
「専門職から見る、市民後見人の活動とは」「専門職から見る、市民後見人の活動とは」「専門職から見る、市民後見人の活動とは」

司法書士　照井　弘行　氏司法書士　照井　弘行　氏司法書士　照井　弘行　氏
「後見紙芝居」「後見紙芝居」「後見紙芝居」

「市民後見人の活動について」「市民後見人の活動について」「市民後見人の活動について」

４日目：９/３（木）13:30～16:00４日目：９/３（木）13:30～16:00４日目：９/３（木）13:30～16:00
「社協や地域団体による見守り活動、取り組みについて」「社協や地域団体による見守り活動、取り組みについて」「社協や地域団体による見守り活動、取り組みについて」

三鷹市社会福祉協議会　地域福祉推進係三鷹市社会福祉協議会　地域福祉推進係三鷹市社会福祉協議会　地域福祉推進係

「権利擁護のためにできる活動とは　「権利擁護のためにできる活動とは　
　　　　　　　　　　　　～生活支援員とは～」　　　　　　　　　　　　～生活支援員とは～」
「権利擁護のためにできる活動とは　
　　　　　　　　　　　　～生活支援員とは～」

権利擁護センターみたか　/　生活支援員権利擁護センターみたか　/　生活支援員権利擁護センターみたか　/　生活支援員

「振り返り『わたしができる見守りとは？』　」「振り返り『わたしができる見守りとは？』　」「振り返り『わたしができる見守りとは？』　」

　『地域福祉権利擁護事業」の生活支援員として、高齢、障がい等に　『地域福祉権利擁護事業」の生活支援員として、高齢、障がい等に
より判断能力が十分でない方々の郵便物の確認、預貯金からの生活費より判断能力が十分でない方々の郵便物の確認、預貯金からの生活費
の払戻し、公共料金や福祉サービス利用に必要な手続きなどをサポーの払戻し、公共料金や福祉サービス利用に必要な手続きなどをサポー
トする活動です。利用者のお宅に月１～２回訪問し、支援計画に基づトする活動です。利用者のお宅に月１～２回訪問し、支援計画に基づ
いた見守りや援助を行います。いた見守りや援助を行います。

　『地域福祉権利擁護事業」の生活支援員として、高齢、障がい等に
より判断能力が十分でない方々の郵便物の確認、預貯金からの生活費
の払戻し、公共料金や福祉サービス利用に必要な手続きなどをサポー
トする活動です。利用者のお宅に月１～２回訪問し、支援計画に基づ
いた見守りや援助を行います。

　講座で学んだ知識を活かし、日常生活を送りながらサポートが必要な方を　講座で学んだ知識を活かし、日常生活を送りながらサポートが必要な方を
ゆるやかに見守ります。成年後見制度の普及啓発活動や、みたか社協のボラゆるやかに見守ります。成年後見制度の普及啓発活動や、みたか社協のボラ
ンティア活動や地域活動に参加することもできます。ンティア活動や地域活動に参加することもできます。

　講座で学んだ知識を活かし、日常生活を送りながらサポートが必要な方を
ゆるやかに見守ります。成年後見制度の普及啓発活動や、みたか社協のボラ
ンティア活動や地域活動に参加することもできます。

　成年後見人として必要な知識や経験を積んだ市民が、高齢、障がい　成年後見人として必要な知識や経験を積んだ市民が、高齢、障がい
等により自身で物事を十分に判断できない方々の後見人等になり、日等により自身で物事を十分に判断できない方々の後見人等になり、日
常に関わる手続きや契約、金銭管理等をサポートする活動です。常に関わる手続きや契約、金銭管理等をサポートする活動です。
　三鷹市では下記の通り、市民後見人養成講座等を修了し、登録後に　三鷹市では下記の通り、市民後見人養成講座等を修了し、登録後に
活動を依頼します。家庭裁判所の審判を受けて活動に至り、活動中は活動を依頼します。家庭裁判所の審判を受けて活動に至り、活動中は
権利擁護センターみたかが監督人としてサポートします。権利擁護センターみたかが監督人としてサポートします。
　市民後見人の活動や登録について詳しく知りたい方は、権利擁護セ　市民後見人の活動や登録について詳しく知りたい方は、権利擁護セ
ンターみたかへ是非お問い合わせください。ンターみたかへ是非お問い合わせください。

　成年後見人として必要な知識や経験を積んだ市民が、高齢、障がい
等により自身で物事を十分に判断できない方々の後見人等になり、日
常に関わる手続きや契約、金銭管理等をサポートする活動です。
　三鷹市では下記の通り、市民後見人養成講座等を修了し、登録後に
活動を依頼します。家庭裁判所の審判を受けて活動に至り、活動中は
権利擁護センターみたかが監督人としてサポートします。
　市民後見人の活動や登録について詳しく知りたい方は、権利擁護セ
ンターみたかへ是非お問い合わせください。

弁護士弁護士    松原　拓郎　氏松原　拓郎　氏弁護士  松原　拓郎　氏

生活支援員・市民後見人生活支援員・市民後見人
　　　　　　　　　　登録に必要な研修・活動など　　　　　　　　　　登録に必要な研修・活動など

生活支援員・市民後見人
　　　　　　　　　　登録に必要な研修・活動など

（※★）（※★）（※★）

権利擁護・あんしんサポーター権利擁護・あんしんサポーター権利擁護・あんしんサポーター

生 活 支 援 員生 活 支 援 員生 活 支 援 員

市 民 後 見 人市 民 後 見 人市 民 後 見 人

市民後見人 等市民後見人 等市民後見人 等
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	権利擁護・あんしんサポーター 養成講座
	0422-46-1203
	TEL

	0422-71-2053
	FAX

	開催日
	①８/１７（月）
	③８/２２（土）
	②８/２０（木）
	④９/３（木）
	定員：25名
	参加費：無料
	対象：
	三鷹市在住、在勤の方
	権利擁護（後見活動等）や地域活動に興味がある方
	仕事や活動等の知識、経験を地域活動に活かしてみたい方
	令和８年７月１日（水）～８月10日（月）

	申込期間



	スケジュール
	２日目：8/2０（木）13:30～16:00
	３日目：8/22（土）13:30～16:20
	「専門職から見る、市民後見人の活動とは」
	「後見紙芝居」
	「市民後見人の活動について」

	４日目：９/３（木）13:30～16:00
	「社協や地域団体による見守り活動、取り組みについて」
	「振り返り『わたしができる見守りとは？』　」


	修了後の活動例

